
女性に対する暴力の現状

令和６年12月
内閣府男女共同参画局

女性に対する暴力根絶
のためのシンボルマーク

※本資料は、第５次男女共同参画基本計画（令和２年12月25日閣議決定）の第５分野「女性に対するあ
らゆる暴力の根絶」の施策に関連するデータについて、暴力の類型別に整理をしたものです。本資料
に掲載しているデータは、特に記載がない限り、性別を合計した数値であることに御留意ください。
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男女間における暴力に関する調査【抜粋】（令和６年３月公表）
（「不同意性交等の被害」について）

③ 無理やりに性交等をされた被害の相談経験
・ 被害を受けた人の55.7％、性別でみると女性の55.4％、男性の60.0％はどこにも相談していない。

①不同意性交等をされた経験
・ 全体の4.7%、性別でみると女性の8.1％、男性の0.7%は不同意性交等の被害
にあったことがある。

② 加害者との関係（複数回答）
・ 「交際相手」・「元交際相手」がそれぞれ20.0%、 「まったく知らない人」が
10.0%となっている。

１人からあった 　２人以上から
　あった まったくない 　無回答 ある

（計）
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総 数 (2,950人) (4.7)
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ま っ た く 知 ら な い 人

16.4

16.4

10.0

8.6

7.9

10.0
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男女間における暴力に関する調査【抜粋】（令和６年３月公表）
（「不同意性交等の被害」について）

④ 被害にあったときの状況（複数回答）
相 手 か ら 、 不 意 を つ か れ 、 突 然 に 襲 い か か ら れ た

相手から、「何もしない」「変なことはしない」「乱暴しない」などと
だまされた

相手との関係性（相手と上下関係にある、相手との関係が壊
れる、仕事への影響等）から拒否できなかった

驚 き や 混 乱 等 で 体 が 動 か な か っ た

泣く、叫ぶ、相手に抗議する、説得する等の言葉による抵抗を
した

アルコール又は薬物により意識がなかった・もうろうとしていた

寝ているなど、意識が明瞭でない状態で（アルコールや薬物に
よる場合を除く）、襲われた

相手をたたく、ひっかく等による身体的な抵抗をした

相 手 か ら 、 身 体 的 な 暴 力 を ふ る わ れ た

相手から、行為がわいせつなものではないとだまされた

相手から、脅された（暴言、周囲に言いふらす、画像のばらま
き等）

虐 待 に 起 因 す る 心 理 的 反 応 か ら 拒 否 で き な か っ た

相 手 が 、 複 数 人 で あ っ た

相 手 に つ い て 、 人 違 い を し た

心 身 の 障 害 が あ る こ と を 利 用 さ れ た
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9.5％増

注：１．相談件数は、性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金（性犯罪・性暴力被害者支援事業）の事業実績として、都道府県等から報告のあった電話・面接・メール・
ＳＮＳ等による相談の合計。

２．対象となるセンターは、令和元年度49か所、令和２（2020）年49か所、令和３（2021）年度49か所、令和４（2022）年度50か所、令和５（2023）年度50か所。

全国のワンストップ支援センターへの相談件数は、年々増加。

令和５年度は、前年度比９．５％増。（11月を除き、前年度を上回って推移）
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5内閣府「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状況等調査」報告書（令和５年３月）

＜面談＞

※年代が不明の者を除いた場合の割合 （令和４年６月～８月）

Ｎ＝539

性別は、女性が大半を占めるが、男性からの相談も電話では約１割となっている。

被害時の年齢は、約半数を１０代以下が占めており、中学生以下に限っても、３割に上る。

被害時の年齢

女性 81.7％、男性 14.0％
＜電話相談＞ ＜面談＞

女性 97.5％、男性 2.3％
性別

ワンストップ支援センターへの相談者の性別・被害時の年齢

12歳未満

16.7%

12歳～中学生

13.2%

中卒～19歳
19.9%

20代
30.6%

30代以上

19.7%
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ワンストップ支援センターへの相談の被害類型

内閣府「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状況等調査」報告書（令和５年３月）

（令和４年６月～８月）

Ｎ＝711

「強制性交等・準強制性交等」が最も多く、約半数を占めており、

次に「強制わいせつ・準強制わいせつ」が多くなっている。

「18歳未満への監護者からのわいせつ・性交等」が１割超に及んでいる。

被害類型

強制性交・準強制性

交等

47.7%

強制わいせつ・準強

制わいせつ

25.2%

18歳未満への監護者から

のわいせつ・性交等

11.7%

盗撮

1.4%

痴漢

1.1%

その他

12.9%＜面談＞
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（令和４年６月～８月）

Ｎ＝711

「友人・知人」が最も多く、次いで、

「まったく知らない人」、「SNSや掲示板等インターネット」、

「親（実親・養親・継親・親の交際相手含む）」の順に多くなっている。

加害者との関係
＜面談＞

3.4%

7.2%

17.2%

11.0%

8.6%

3.4%

8.3%

3.1%

1.4%

0.8%

11.8%

12.8%

7.6%

3.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

(元)配偶者

(元)交際相手

友人・知人

親(実親・養親・継親・親の交際相手含む)

その他家族・親戚

職場・バイト先関係者(同僚)

職場・バイト先関係者(雇用主・上司等、客含む)

学校・大学の教員や部活動のコーチ

福祉関係者(福祉施設職員) 

医療関係者(病院・診療所職員)

SNSや掲示板等インターネット

まったく知らない人

不明

その他(例えば「不特定多数」等)

加害者との関係

内閣府「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状況等調査」報告書（令和５年３月）
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（令和４年６月～８月）

Ｎ＝708

被害からセンターの面談に至るまでの時間については、「72時間以内」が最も多い。

一方で、「１年以上10年未満」・「概ね10年以上」を合わせると全体の約２割となっており、

被害から長い時間を経て、相談に至る場合も少なくない。

相談までに要した時間

＜面談＞

24.7%

7.5%

14.7%

15.4%

7.5%

12.4%

8.1%

9.7%

0% 20% 40% 60%

72時間以内

72時間超～1週間以内

1週間超～1カ月以内

1カ月超～半年以内

半年超～1年以内

1年以上10年未満

概ね10年以上

不明

ワンストップ支援センターへの相談までに要した時間

内閣府「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状況等調査」報告書（令和５年３月）
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  令和4年度・令和５年度（計）：  382件

      ・令和4年度※： 164件

※ AV出演被害防止・救済法施行後の令和４年７月～令和５年３月

      ・令和5年度 ： 218件

  ●相談者の属性について

・相談者の年代は、20代が最も多く、６割弱を占めた。

その他の年代からも幅広く相談があった。

・相談者の性別は、女性が約８割、男性が約2割であった。

●相談内容について

・法の施行日前（令和４年６月22日以前）に締結された契約に

関する相談が146件、法施行後（令和４年6月23日以降）に

締結された契約に関する相談が184件であった。（令和５年度   

に限れば、８割弱が法施行後に締結された契約に関する相談）

・出演したＡＶの公表後の相談が263件、公表前の相談が52件

であった。

 ※複数回答

●法律等に関する支援

・法的支援（弁護士相談、弁護士紹介等）が提供できることについて

説明した：107件

・差止請求等について説明した：72件

・任意解除について説明した：61件

・法的支援（弁護士相談、弁護士紹介等）を行うことになった：37件

・弁護士に法律相談をした：20件

・任意解除の通知の書き方について説明した：17件

・出演に係るリスクについて説明した：14件

・差止請求等に関する通知の書き方について説明した：12件

・弁護士に委任することになった：10件

●その他の支援

・精神的な不調や問題に係る支援、情報提供を行った：74件

・身体の不調や問題に係る支援、情報提供を行った：28件

・家族や人間関係に関する問題に対する支援、情報提供を行った：18件

・経済的な問題に係る支援、情報提供を行った：14件

 （注）都道府県から報告のあった件数について、令和6年４月末時点で取りまとめたものである。

1 相談件数

２ 相談者の属性・相談内容

３ 支援の内容について

ＡＶ出演被害に関するワンストップ支援センターへの相談状況

ワンストップ支援センターは全ての都道府県に設置。
うち、18都道府県で相談あり。
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〇不同意性交等の認知件数は、令和５年は2,711件で、前年に比べ1,056件(63.8％)増加。
〇不同意わいせつの認知件数は、令和５年は6,096件で、前年に比べ1,388件(29.5％)増加。

不同意性交等・不同意わいせつ認知件数の推移
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（2023）

（件）

（年）

不同意性交等 不同意わいせつ

(備考) 警察庁「犯罪統計」より作成。
刑法の一部改正（平成29年7月13日施行、令和４年7月13日施行）により、罪名・構成要件等が改められたことに伴い、期間によって計上する対象が異なる。平成29年7月12日以前は「強姦」及び平成29年改正前の「強
制わいせつ」、平成29年7月13日から令和5年7月12日までは「強制性交等」及び平成29年改正後の「強制わいせつ」、令和5年7月13日以降は「不同意性交等」及び「不同意わいせつ」に係る数値をそれぞれ計上している。
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2,970
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不同意性交等
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〇不同意性交等の検挙件数は、令和５年は2,073件で、前年に比べ672件(48.0％)増加。
〇不同意わいせつの検挙件数は、令和５年は4,813件で、前年に比べ751件(18.5％)増加。

不同意性交等・不同意わいせつ検挙件数の推移

(備考)刑法の一部改正（平成29年7月13日施行、令和４年7月13日施行）により、罪名・構成要件等が改められたことに伴い、期間によって計上する対象が異なる。平成29年7月12日以前は「強姦」及び平成29年改正前の「強制わいせつ」、平
成29年7月13日から令和5年7月12日までは「強制性交等」及び平成29年改正後の「強制わいせつ」、令和5年7月13日以降は「不同意性交等」及び「不同意わいせつ」に係る数値をそれぞれ計上している。
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		1297		3766

		1330		3868

		1401		4062

		令和5
(2023)		令和5
(2023)



(件)

(年)

不同意性交等

不同意わいせつ

1,401

2,073

4,062

4,813

2970

2139

1748

1897

1505

2135

1492

3123

1652

3498

1569

3893

1326

3555

1163

3967

1190

4288

2073

4813



元

		

				検挙件数 ケンキョケンスウ

						不同意性交等 フドウイセイコウナド		不同意わいせつ フドウイ

		昭和51 ショウワ		昭和51
(1976) ショウワ		2,970		2,139

		52				2,650		2,417

		53				2,606		2,436

		54				2,509		2,286

		55				2,322		2,236

		56				2,355		2,167

		57				2,144		2,057

		58		58
(1983)		1,748		1,897

		59				1,726		1,877

		60				1,624		2,177

		61				1,541		1,796

		62				1,593		1,824

		63		63
(1988)		1,505		2,135

		平成元年				1,301		1,939

		2				1,274		1,929

		3				1,354		2,224

		4				1,243		2,624

		5		平成5
(1993) ヘイセイ		1,492		3,123

		6				1,480		3,282

		7				1,410		3,232

		8				1,317		3,438

		9				1,472		3,786

		10		10
(1998)		1,652		3,498

		11				1,369		3,388

		12				1,540		3,602

		13				1,404		3,887

		14				1,468		3,367

		15		15
(2003)		1,569		3,893

		16				1,403		3,656

		17				1,443		3,797

		18				1,460		3,779

		19				1,394		3,542

		20		20
(2008)		1,326		3,555

		21				1,163		3,563

		22				1,063		3,637

		23				993		3,550

		24				1,097		3,946

		25		25
(2013)		1,163		3,967

		26				1,100		4,300

		27				1,114		4,129

		28				970		4,207

		29				1,027		4,320

		30		30
(2018)		1,190		4,288

		令和元年 ワモトネン				1,311		3,999

		2				1,297		3,766

		3				1,330		3,868

		4				1,401		4,062

		令和5年 レイワネン		令和5
(2023) レイワ		2,073		4,813
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○痴漢被害経験
 - はじめて痴漢被害を受けたときの年齢（n＝2,346※）

若年層の痴漢被害等に関するオンライン調査【抜粋】

○これまでに被害を受けたことがある性暴力の被害（複数回答）（n＝36,231）

※有効回答数36,231人のうち、痴漢被害にあった経験のある方を抽出・集計
（以下同様）

〇「痴漢 」（10.5％）が最も多く、次いで「同意のないわいせつな行為 」（7.8％）、「セクシュアル
ハラスメント」（7.3％）等となっている。

○直近で受けた被害 - 被害にあった場所（n＝2,346）

〇「電車内」（62.8％）が最も多く、次いで「路上」（13.0％）となっている。
電車関連（「電車内」及び「駅構内」）をあわせると70.0％となっている。

〇「その他」には、アルバイト先、学校、塾等が挙げられている。
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○直近で受けた被害 - 被害態様（複数回答） （n＝2,346）
〇「服の上から体を触られた」（73.6％）が最も多く、次いで「体を密着された」

（29.7％）、「直接、体（素肌）を触られた」（12.8％）、「下着の上から体
を触られた」（7.8％）、「性器を見せられた」（6.0％）、「手を握られた」
（5.9％）、「抱きつかれた」（5.4％）、「不快なわいせつなことを言われた」
（5.2％）等となっている。

〇「その他」には、性器を押し付けられた、わざとぶつかってきた等が挙げられている。

○直近で受けた被害
 – 警察や関係機関の職員（交通機関の職員、お店の職員など）への連絡

の有無（回答者以外の人がした場合も含む）（複数回答）
（n＝2,346）

〇「警察や関係機関の職員には知らせなかった」（80.4％）が最多となっている。連絡した回
答者では、「警察に知らせた（被害後すぐに）」が9.9％、「関係機関の職員に知らせた
（被害後すぐに）」が5.9％となっている。

○痴漢被害について、世の中でどのように考えられていると感じるか（n＝2,346）
〇「被害の深刻さが十分理解されていると感じる」（6.4％）と「被害の深刻さがおおむね理解

されていると感じる」（21.7％）の合計は28.1％である。一方で、「被害が軽くとらえられ
ていると感じる」（56.0％）と「関心がもたれていないと感じる」（10.1％）の合計は
66.1％となっている。
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痴漢事犯に係る検挙件数の推移 令和５年の痴漢事犯に係る発生場所別検挙件数

痴漢事犯の検挙件数は、平成30年以降2,700件台で推移していたところ、令和２年（1,915件）に大きく減少
（前年比－874件，－31.3％））した後再び増加し、令和５年は2,254件（前年比＋21件，＋0.9％）前年から微
増した。発生場所別では、乗り物内（電車等）で発生した痴漢事犯の検挙件数が最も多く、1068件（47.4％）
であった。

注) 都道府県が制定する迷惑防止条例の「卑わいな行為の禁止」のうち「痴漢」に係る事案の検挙件数

（出典）警察庁「令和5年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」

発生場所 検挙件数（件） 割合（％）

駅構内

階段・
エスカレーター 49 2.2

ホーム 58 2.6
その他 62 2.8

乗物内
電車等 1068 47.4
バス 77 3.4
その他 7 03

路上 400 17.7
ショッピングモール等商業施設 326 14.5
書店・レンタルビデオ店 13 0.6
ゲームセンター・パチンコ店 37 1.6
その他の公共の場所 157 7.0
合計 2254 100 

痴漢事犯に関する検挙件数・発生場所等のデータ

2777 2789

1915 1931
2233 2254

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

H30 R1 R2 R3 R4 R5

検挙件数（件）
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（出典）警察庁「令和５年における少年非行及び子供の性被害の状況」

ＳＮＳに起因する事犯の被害児童数は、令和元年から５年連続減少しているものの、依然として高い水準で推
移している。

ＳＮＳに起因する事犯の被害児童数の推移



16

1,731

630 577

214 

3,035 
2,789 

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

平成15

(2003)

17

(2005)

19

(2007)

21

(2009)

23

(2011)

25

(2013)

27

(2015)

29

(2017)

令和元

(2019)

３

(2021)

４

(2022)

５

（2023）

（件）

（年）

児童買春事犯 児童ポルノ事犯

児童買春事犯の検挙件数は、令和５年は577件で、前年に比べ53件（8.4％）減少。
児童ポルノ事犯の検挙件数は、令和５年は2,789件で、前年に比べ246件（8.1％）減少。

（出典）警察庁「少年非行及び子供の性被害の状況」より作成

児童買春及び児童ポルノ事件の検挙件数の推移
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相談等件数は平成29年以降継続して増加し、令和５年は1,812件（前年比＋84件、＋4.9％）と増加。

110 

1,143 1,063 

1,243 
1,347 

1,479 
1,570 

1,628 
1,728 

1,812 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

H26 H27 H28 H29 H30 R１ R2 R3 R4 R5

注) 平成26年は、私事性的画像被害防止法の施行日（11月27日）以降の件数

（出典）警察庁「令和５年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」

私事性的画像に係る事案の相談等状況

（件）

（年）
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男女間における暴力に関する調査【抜粋】（令和６年３月公表）
（「配偶者からの暴力の被害」について）

何度もあった １、２度あった まったくない 無回答 ある（計）

（n）
総数 （1,838人） (13.5)

女性 （1,050人） (15.0)

男性 （788人） (11.5)

（身体的暴行）

3.0

3.8

1.9

10.6

11.2

9.6

85.2

83.4

87.6

1.3

1.5

0.9

(%)

何度もあった １、２度あった まったくない 無回答 ある（計）

（n）
総数 （1,838人） (18.0)

女性 （1,050人） (19.9)

男性 （788人） (15.5)

（心理的攻撃）

7.8

9.2

5.8

10.2

10.7

9.6

81.0

79.0

83.8

1.0

1.1

0.8

(%)

何度もあった １、２度あった まったくない 無回答 ある（計）

（n）
総数 （1,838人） (7.8)

女性 （1,050人） (9.1)

男性 （788人） (6.1)

（経済的圧迫）

3.9

4.8

2.7

4.0

4.4

3.4

91.1

89.5

93.3

1.0

1.3

0.6

(%)

何度もあった １、２度あった まったくない 無回答 ある（計）

（n）
総数 （1,838人） (6.5)

女性 （1,050人） (10.6)

男性 （788人） (1.1)

（性的強要）

2.0

3.1

0.5

4.5

7.4

0.6

92.2

87.9

98.0

1.3

1.5

0.9

(%)

何度もあった １、２度あった まったくない 無回答 ある（計）

（n）
総数 （1,838人） (25.1)

女性 （1,050人） (27.5)

男性 （788人） (22.0)

（まとめ）

10.7

13.2

7.2

14.5

14.3

14.7

74.2

71.7

77.5

0.7

0.8

0.5

(%)

①配偶者からの暴力の被害経験
・ 結婚したことのある人の25.1%は、配偶者から暴力を受けたことがある。
・ 性別でみると、女性の27.5％、男性の22.0%は、配偶者から被害を受けたことがあり、

女性の13.2%、男性の7.2%は何度も受けている。

被害類型ごとの被害経験
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男女間における暴力に関する調査【抜粋】（令和６年３月公表）
（「配偶者からの暴力の被害」について）

② 配偶者からの暴力の相談経験
・ 被害を受けた人の44.2%、性別でみると女性の36.3％、男性の57.2%はどこ

にも相談していない。
相談した 相談しなかった 　　　　無回答

(ｎ)

総 数 (462人)

女 性 (289人)

男 性 (173人)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (%)

52.8

60.6

39.9

44.2

36.3

57.2

3.0

3.1

2.9

③配偶者から被害を受けたときの行動
・ 被害を受けた人の16.1%、性別でみると女性の20.1％、男性の9.8%が相

手と別れている。
・ 「別れたい（別れよう）と思ったが別れなかった」人は40.9％で、性別でみると

女性の46.7％、男性の31.2％となっている。

④ 配偶者と別れなかった理由（複数回答）
・ 配偶者から何らかの被害を受けたとき、相手と「別れたい（別れよう）と思ったが別れ
なかった」理由について、「子供がいる（妊娠した）から、子供のことを考えたから」が
71.4%と最も多く、次いで「経済的な不安があったから」が46.0％などとなっている。

相手と別れた 別れたい(別れよう)と
思ったが、別れなかった

  別れたい(別れよう)
  とは思わなかった 無回答

(ｎ)

総 数 (462人)

女 性 (289人)

男 性 (173人)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (%)

16.2

20.1

9.8

40.9

46.7

31.2

32.0

23.9

45.7

10.8

9.3

13.3

子供がいる（妊娠した）から、子供のことを考えたか
ら

経 済 的 な 不 安 が あ っ た か ら

相手が変わってくれるかもしれないと思ったから

世 間 体 が 悪 い と 思 っ た か ら

こ れ 以 上 は 繰 り 返 さ れ な い と 思 っ た か ら

相 手 に は 自 分 が 必 要 だ と 思 っ た か ら

別 れ る と さ み し い と 思 っ た か ら

相 手 が 別 れ る こ と に 同 意 し な か っ た か ら

周囲の人から、別れることに反対されたから

孤 立 し て し ま う と 思 っ た か ら

仕返しが怖かったから（もっとひどい暴力や、性的な
画像のばらまきなど）

そ の 他

無 回 答

71.4

46.0

24.3

14.8

10.6

9.0

9.0

8.5

6.3

4.8

1.6

12.2

-

73.3

61.5

24.4

14.8

11.9

7.4

7.4

7.4

7.4

3.0

-

11.9

-

66.7

7.4

24.1

14.8

7.4

13.0

13.0

11.1

3.7

9.3

5.6

13.0

-

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

系列1
系列2
系列3

(%)

総数(n=189人,M.T.=218.5%)

女性(n=135人,M.T.=230.4%)

男性(n= 54人,M.T.=188.9%)
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配偶者暴力相談支援センター数の推移

※ 各年４月１日現在の数値。ただし、平成25・26年は７月１日現在、平成27年は11月９日現在、平成28年は７月２日現在、平成29年
は11月２日現在、平成30年は12月３日現在、令和元年は７月１日現在、令和２年は11月1日現在、令和６年は12月１日現在

※ （ ）内は、都道府県及び市町村が設置する配偶者暴力相談支援センターの設置数の合計

（令和６年１２月１日現在）
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配偶者暴力相談支援センターへの相談件数の推移（年次）
○ 配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、令和２（2020）年度に過去最高となり、高水準で推移。
○ 令和５（2023）年度は、約12.7万件で、前年度から増加（前年度比約４%増）。

※「配偶者暴力相談支援センター」の相談件数は、内閣府男女共同参画局において、各都道府県から報告を受けた全国の配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等
をとりまとめ、集計。（令和６年12月時点）

※「DV相談プラス」の相談件数は、令和２（2020）年４月20日に内閣府が開設した相談窓口に寄せられた相談件数を集計。
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ＤＶ相談者の年齢・相談内容

相談者の年齢 相談内容（複数回答）

３０代・４０代で全体の半数以上を占める。 相談内容の約７割が精神的DVを含んだ内容

（出典）令和５年度「DV相談＋（プラス）事業における相談支援の分析に係る調査研究事業」報告書

 相談者の年齢は、３０代・４０代で半数以上（５６．２％）を占める。 
 相談内容の約７割（６７．３％）が精神的DVを含んだ相談となっている。

（N＝30,962）
※不明を除く10代

2.6%

20代

14.5%

30代

29.1%

40代

27.1%

50代

18.3%

60代以上

8.5%

5.9 

18.0 

7.6 

67.3 

29.1 

0 20 40 60 80 100

社会的DV

経済的DV

性的DV

精神的DV

身体的DV

（N=38,063）

%

%

%

%

%（11,066）

（2,896）

（6,839）

（2,262）

（25,610）

% % % % % %
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3,608 

14,140 

12,568 

14,410 

16,888 

18,236 

20,992 

25,210 

28,158 

33,852 

34,329 

43,950 

49,533 

59,072 

63,141 

69,908 

72,455 

77,482 

82,207 

82,643 

83,042 

84,496 

88,619 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（件）

相談等件数は増加傾向であり、令和５年は88,619件（前年比＋4,123件，＋4.9％）とＤＶ防止法施行
後最多。

注１) 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者の相談等を受理した件数
注２) 平成13年は、ＤＶ防止法の施行日（10月13日）以降の件数
注３) 法改正を受け、平成16年12月２日施行以降、離婚後に引き続き暴力を受けた事案について、20年１月11日施行以降、生命等に対す
る脅迫を受けた事案について、また、26年１月３日施行以降、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活
を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手方からの暴力事案についても計上

（出典）警察庁「令和５年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」

警察における配偶者からの暴力事案等の相談等状況
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令和５年に終局した配偶者暴力等に関する保護命令事件（1,455件）のうち、保護命令が発令された件数は
1,165件。

4
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83

106

93 71

26

206

308
307

291

249 219

123 

1,128 

1,591 
1,465 

1,335 
1,111 1,165 

153 

1,398 

1,822 

2,133 

2,718 
2,769 

2,757 

3,143 
3,087 

3,114 

2,739 

3,152 

2,984 
3,125 

2,970 

2,632 

2,293 
2,177 

1,998 
1,855 

1,732 

1,453 1,455 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成13

(2001)

15

(2003)

17

(2005)
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25

(2013)
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(2015)
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(2017)
令和元

(2019)

3

(2021)

5

(2023)

認容（保護命令発令）

却下

取下げ等

（件）

注１）最高裁判所資料より作成。
注２）「認容」には、一部認容の事案を含む。「却下」には、一部却下一部取下げの事案を含む。「取下げ等」には、移送、回付等の事案を含む。
注３）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。）の改正により、平成

16年12月に「子への接近禁止命令」制度が、平成20年１月に「電話等禁止命令」制度及び「親族等への接近禁止命令」制度がそれぞれ新設さ
れた。これらの命令は、被害者への接近禁止命令と同時に又は被害者への接近禁止命令が発令された後に発令される。さらに、平成26年１月
より、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、法の適用対象となった。

注４）平成13年値は、同年10月13日の配偶者暴力防止法施行以降の件数。

保護命令事件の処理状況等の推移

（年）
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○女性相談支援センターにより一時保護された女性は２，９６３人。同伴家族の数が２，３２８人で、 
合計５，２９１人となっている。（一時保護委託を含む。）

○一時保護の人数は平成１４年度から平成１６年度にかけて増加し、その後は横ばい傾向が続い
 たが、平成２７年度からは減少している。

6,261 6,447 6,541 6,449 6,359 6,478 6,613 6,625 6,357 6,059 6,189 6,125 5,808 
5,117 4,624 4,172 4,052 3,994 3,514 3093 2963

4,642 
5,029 

5,518 5,285 
5,478 

5,529 

5,532 

5,535 

5,509 

5,187 
5,376 

5,498 

5,274 

4,577 

4,018 
3,793

3,536 

3,561 

2,851
2444 2328

H14年度H15年度H16年度H17年度H18年度H19年度H20年度H21年度H22年度H23年度H24年度H25年度H26年度H27年度H28年度H29年度H30年度R元年度R２年度 R３年度 R４年度

5,２９１

（実人数）

10,903
11,476

同伴家族一時保護された女性

12,059 11,837
11,734

12,007
12,145 12,16011,866

7,965

11,246
11,565

11,623

11,082

9,694

8,642

7,588

（厚生労働省女性支援室調べ）

7,555

6,365

5,537

※ 数値は旧婦人相談所によるもの

女性相談支援センターによる一時保護者数の推移
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相談等件数は、令和５年は、19,843件（前年比＋712件， ＋3.7％）と前年より増加し、依然として高い水準
で推移している。

注）平成12年は、ストーカー規制法の施行日（11月24日）以降の件数

（出典）警察庁「令和５年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」

警察におけるストーカー事案の相談等状況
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ストーカー規制法に基づく警告は、令和５年は1,534件（前年比－334件，－17.9％）と前年より減少。禁止
命令等は、警告前置の廃止及び緊急禁止命令等の新設等を内容とする平成28年のストーカー規制法の改正法が
施行された平成29年以降急増し、令和５年も1,963件（前年比＋219件，＋12.6％) と法施行後最多。

（出典）警察庁「令和５年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」

警察におけるストーカー規制法に基づく行政措置
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資料出所：厚生労働省「令和５年度都道府県労働局雇用環境・均等部（室）における法施行状況について」

件（％）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

性差別（募集・採用、配置・
昇進、教育訓練、間接差別
等）（第5条～8条関係）

1,091 (4.5%) 1,221 (5.8%) 1,097 (5.6%)

婚姻、妊娠・出産等を理由
とする不利益取扱い（第９
条関係）

4,508 (18.6%) 4,717 (22.5%) 5,075 (26.0%)

セクシュアルハラスメント
（第11条関係）

7,070 (29.2%) 6,849 (32.7%) 7,414 (38.1%)

妊娠・出産等に関するハラ
スメント（第11条の3関係）

2,174 (9.0%) 1,926 (9.2%) 1,756 (9.0%)

母性健康管理（第12条、13
条関係）

7,183 (29.7%) 4,863 (23.2%) 3,225 (16.6%)

その他 2,189 (9.0%) 1,391 (6.6%) 915 (4.7%)

合計 24,215 (100.0%) 20,967 (100.0%) 19,482 (100.0%)

令和５年度労働局雇用環境・均等部（室）への相談件数・相談内容
（男女雇用機会均等法関係）

24,215

20,967
19,482

2189（9%）
1391（6.6%） 915（4.7%）

7183（29.7%）

4863（23.2%）
3225（16.6%）

2174（9%）

1926（9.2%）

1756（9%）

7070（29.2%）

6849（32.7%）

7414（38.1%）

4508（18.6%）

4717（22.5%）

5075（26%）

1091（4.5%）

1221（5.8%）
1097（5.6%）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

令和３年度 令和４年度 令和５年度

相談件数の推移

性差別（募集・採用、配置・昇

進、教育訓練、間接差別等）

（第5条～8条関係）

婚姻、妊娠・出産等を理由とす

る不利益取扱い（第９条関係）

セクシュアルハラスメント（第11
条関係）

妊娠・出産等に関するハラスメ

ント（第11条の3関係）

母性健康管理（第12条、13条
関係）

その他

○均等法に係る相談は19,482件。
○労働者・事業主等からの相談内容は、「セクシュアルハラスメント」が38.1%を占めており、次いで「婚姻、妊娠
・出産等を理由とする不利益取扱い」 が26.0%、 「母性健康管理」 と続いている。
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